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○新潟市巻ふれあい福祉センター条例施行規則

平成17年9月30日

規則第221号

改正 平成19年3月30日規則第81号

(趣旨) 

第1条 この規則は，新潟市巻ふれあい福祉センター条例(平成17年新潟市条例第79号。以

下「条例」という。)の施行に関し，必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請等) 

第2条 条例第6条第1項の規定により，会議室，研修室及び和室(以下「会議室等」という。)

並びに障がい者養育室(以下これらを総称して「障がい者養育室等」という。)の利用の許

可を受けようとするものは，別記様式第1号による利用許可申請書を指定管理者へ提出し

なければならない。

2 前項に規定する利用許可申請書は，次に掲げる日から指定管理者に提出することができ

る。ただし，指定管理者が特別の理由があると認める場合は，この限りでない。

(1) 条例第5条第1項に規定する利用者 利用を開始する日の2月前の日

(2) 条例第5条第3項及び条例第11条ただし書に規定する利用をする者 利用を開始する

日の1月前の日

3 条例第6条第2項の規定により，障がい者養育室等の利用の変更の許可を受けようとする

もの又は条例第8条の規定により，利用の取止めの申出をしようとするものは，別記様式

第2号による利用変更許可申請書兼利用取止申出書を指定管理者に提出しなければなら

ない。

(平19規則81・一部改正) 

(利用の許可の基準) 

第3条 障がい者養育室等の利用の許可は，その利用許可申請書が受理された順序によって

するものとする。この場合において，2以上の利用許可申請書が同時に提出されたときは，

協議又は抽選によるものとする。

(平19規則81・一部改正) 

(利用許可書等の交付) 

第4条 指定管理者は，障がい者養育室等の利用を許可する場合は，別記様式第3号による

利用許可書を交付するものとする。

2 指定管理者は，障がい者養育室等の利用の変更を許可する場合は，別記様式第4号によ



2/16 

る利用変更許可書を交付するものとする。

(平19規則81・一部改正) 

(利用許可書等の提示) 

第5条 障がい者養育室等の利用の許可(変更の許可を含む。)を受けたもの(以下「利用者」

という。)は，障がい者養育室等を利用しようとする場合は，その利用許可書(変更の許可

を受けたものにあっては利用変更許可書)を指定管理者に提示しなければならない。

(平19規則81・一部改正) 

(利用手続の特例) 

第6条 第2条第1項の規定にかかわらず，障がい者養育室は，次に掲げるものを提示するこ

とにより，利用の許可申請に替えることができる。この場合においては，指定管理者は，

第4条第1項の規定にかかわらず，口頭により利用の許可をすることができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定す

る精神障害者保健福祉手帳

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療

育手帳

(平19規則81・一部改正) 

(届出) 

第7条 利用者及び新潟市巻ふれあい福祉センター(以下「センター」という。)の入場者は，

次の各号のいずれかに該当する場合は，直ちに指定管理者にその旨を届け出なければなら

ない。

(1) 障がい者養育室等の利用を終了した場合

(2) センターの施設又は設備を損傷した場合

(3) センターにおいて災害その他事故が発生した場合

(平19規則81・一部改正) 

(原状回復) 

第8条 利用者は，次の各号のいずれかに該当する場合は，直ちに原状に回復しなければな

らない。

(1) 障がい者養育室等の利用を終了した場合

(2) 障がい者養育室等の利用の許可を取り消された場合

(3) センターからの退去を命ぜられた場合
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(平19規則81・一部改正) 

(使用料の納付期日決定の申請等) 

第9条 条例第12条ただし書の規定により別に使用料の納付期日の決定を受けようとする

ものは，別記様式第5号による使用料納付期日決定申請書を指定管理者に提出しなければ

ならない。

2 指定管理者は，前項の規定により使用料納付期日決定申請書が提出された場合において，

特別な理由があると認めるときは，別記様式第6号による使用料納付期日決定通知書によ

り申請者に通知するものとする。

(使用料の還付) 

第10条 条例第13条第2項ただし書の規定による使用料の還付は，次の表に定めるところに

より行うものとする。

還付する場合 還付する額

1 利用者がその責めに帰すことのできない理由によ

って会議室等を利用できなかった場合

使用料の額に相当する額

2 利用者がその会議室等の利用の日の7日前までに利

用の取止めの申出をした場合

3 市長が特別の理由があると認める場合 その都度市長が定める額

2 条例第13条第2項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするものは，別記様

式第7号による使用料還付申請書を速やかに市長に提出しなければならない。

3 市長は，前項の規定により使用料還付申請書が提出された場合において，使用料の還付

を決定したときは，別記様式第8号による使用料還付決定通知書により申請者に通知する

ものとする。

(冷暖房の使用日) 

第11条 冷暖房を使用する日(以下この条において「使用日」という。)は，6月15日から9

月30日まで及び11月15日から4月10日までとする。ただし，指定管理者は季候により臨

時に使用日を変更することができる。

(指定管理者の指定の申請) 

第12条 指定管理者の指定を受けようとするものは，別記様式第9号による指定管理者指定

申請書により，市長に申請しなければならない。

2 条例第19条第1項及び附則第2項の規則で定める書類は，次に掲げるものとする。

(1) 定款，寄附行為又はこれらに準ずるもの
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(2) 役員名簿

(3) 経営状況に関する書類

(4) 納税を証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(徴収委託) 

第13条 市長は，地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により，私

人に会議室等の使用料の徴収の事務を委託すること(以下「徴収委託」という。)ができる。

(徴収事務委託証) 

第14条 市長は，前条の規定により徴収委託をした者(以下「受託者」という。)に別記様式

第10号による新潟市巻ふれあい福祉センター使用料徴収事務委託証(以下「委託証」とい

う。)を交付するものとする。

(徴収委託の告示及び公表) 

第15条 市長は，第13条の規定により徴収委託をした場合は，その旨を新潟市公告式条例

(昭和25年新潟市条例第37号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して告示し，かつ，市公

報への登載その他の方法により公表しなければならない。

(受託者の領収証書の交付) 

第16条 受託者は，徴収委託を受けた使用料を徴収した場合は，領収証書を納入義務者に

交付しなければならない。

(徴収した使用料の払込み) 

第17条 受託者は，徴収した使用料を徴収した日の翌日(その日が日曜日，土曜日，国民の

祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日，1月2日，1月3日，12月29日，

12月30日又は12月31日に当たるときは，これらの日の翌日)までに会計管理者又は指定金

融機関，指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関に払い込まなければならない。

(平19規則81・一部改正) 

(徴収委託の解除) 

第18条 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合は，徴収委託を解除するものとする。

(1) 受託者が不正な行為をした場合

(2) 受託者が市長又は会計管理者の指示に従わなかった場合

(3) 受託者から徴収委託の解除の申出があった場合

(4) その他市長が徴収委託をすることが不適当であると認めた場合

2 前項の規定により徴収委託を解除された者は，直ちに市長に委託証を返納しなければな
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らない。

3 第15条の規定は，第1項の規定により徴収委託を解除した場合に準用する。

(平19規則81・一部改正) 

(その他) 

第19条 この規則に定めるもののほか，センターの管理に関し必要な事項は，市長が別に

定める。

附 則

(施行期日) 

1 この規則は，平成17年10月10日から施行する。

(経過措置) 

2 この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間における第2条，第4条から第7条ま

で，第9条，第11条及び別記様式第1号から別記様式第6号までの規定の適用については，

第2条，第4条から第7条までの規定，第9条及び第11条中「指定管理者」とあるのは「市

長」と，別記様式第1号から別記様式第6号までの規定中「新潟市巻ふれあい福祉センタ

ー指定管理者」とあるのは「新潟市長」とする。

附 則(平成19年規則第81号) 

この規則は，平成19年4月1日から施行する。
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別記様式第1号(第2条関係) 

別記様式第2号(第2条関係) 

別記様式第3号(第4条関係) 

別記様式第4号(第4条関係) 

別記様式第5号(第9条関係) 

別記様式第6号(第9条関係) 

別記様式第7号(第10条関係) 

別記様式第8号(第10条関係) 

別記様式第9号(第12条関係) 

別記様式第10号(第14条関係) 


